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はじめに

今日では、欧州連合（EU）やEU統合のプロセスに関する情報を検索することはずいぶん容易になりまし
た。インターネットの普及により、ありとあらゆる種類の情報を入手できる機会が劇的に増えました。

しかし同時に、統計や世論調査の結果、法案などに関する正確な情報を入手しようとすると、意外と困難
に直面することもあります。本冊子は、そのような場合に参考にしていただくために作成いたしました。
官庁職員からジャーナリスト、法律家、研究者、学生、図書館司書まで、幅広い層の人々に役立つ内容と
なっています。

本冊子は、2005年にEU資料センター（EDC）のベストプラクティスに選ばれた同志社大学EDC制作の
小冊子を参考に作られています。７つの章の執筆を担当しているのは、国内３ヵ所のEDC（西南学院大
学、早稲田大学、慶應義塾大学）と日欧産業協力センターに設置されている「特別EDC」を代表とする、
EU関連情報の専門家です。これらのEDCは、一般市民や学界を対象に情報普及活動を積極的に展開してお
り、すばらしい成果を挙げています。

また、駐日欧州委員会代表部のホームページ（http://www.deljpn.ec.europa.eu）でも、本冊子の電子
版を掲載する予定にしており、このホームページのリンクを通して、インターネット上のさまざまな情報
に直接アクセスしていただくことができます。

本冊子が、皆様の情報検索の手がかりとなるとともに、インターネット上にある数多くの日欧の専門的な
ウェブサイト利用のための「近道」となることを願っています。

	 2006年7月

	 駐日欧州委員会代表部
	 広報部長
	 シルビア・コフラー
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１．EU資料センター（EDC）について

EU資料センター（European	Documentation	Centre	=	EDC）は、欧州連合（EU）の行政執行機関で
ある欧州委員会（The	European	Commission）により設置された欧州統合関係文献の資料センターで
す。EUに関する理解浸透、調査・研究の支援を目的として、1963年以来、世界中に約500のEU資料セ
ンターが指定されており、日本国内では19校の大学に設置されています。

EU資料センターは、ルクセンブルグにある欧州委員会出版局からさまざまな公式資料や広報資料の寄贈
を受け、例えば、EUの設立条約集、年次報告書、月例報告書、EUの官報である“OJ（Official	 Journal	
of	 the	 European	 Union)”、欧州委員会が発行するCOM	 Documentsをはじめとする様々な文書、
欧州司法裁判所判例集、各種統計資料などを所蔵・公開しています。また、欧州委員会の日本における
拠点である駐日欧州委員会代表部（Delegation	 of	 the	 European	Commission	 to	 Japan）の広報誌		
"ヨーロッパ”	などもあります。

欧州委員会は、EU資料センターに情報を提供することにより、各地域におけるEUへの理解を広めること
を目指しています。

このようにEU資料センターは、提供された情報をそれぞれの周辺地域全体へ向けて公開するための、情報
の中継拠点としての役割を担っているのです。EU資料センター設立の趣旨により、EU資料センターは研
究者や学生だけではなく、一般にも広く公開されています。

利用資格

どなたでもご利用いただけます。利用規則は巻末の各EU資料センターにお問い合わせください。

 ＥＵ資料センターの風景 
 左から大阪市立大学ＥＵ資料センター、中央大学ＥＵ資料センター、同志社大学ＥＵ資料センター 
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２．欧州連合の仕組み 
注

欧州連合（EU）は、ただ単なる国際機関でもなければ連邦国家でもありません。EUの政治制度は過去
50年間常に発展し続けており、一連の条約がその基礎となっています。1950年代に調印されたパリ	
条約とローマ条約、1990年代以降に合意されたマーストリヒト、アムステルダム、ニースの各条約など
です。

これらの条約の規定に基づいて、EU加盟国はその国家主権の一部を共通の機関に移譲しています。
共通の機関は、各加盟国の国益だけではなく、EU全体の利益を代表します。条約は、EUの法体系
の中で「一次法」と称されています。その一次法から派生する膨大な法律が、EU市民の日常生活に	
直接影響を与える「二次法（派生法）」です。二次法は、主として規則、指令および勧告で構成されま
す。これらの法律ならびにEUの政策一般は、以下の3つの主要機関が決定します。

欧州連合（EU）理事会：各加盟国を代表する
欧州議会：EU市民を代表する
欧州委員会：欧州全体の利益を代表する政治的に独立した機関

EUの主要機関とその役割

欧州連合（EU）理事会
            
EU理事会（The	Council	 of	 the	 European	Union）は、EUの主たる意思決定機関です。この機関は、
かつて「閣僚理事会」と呼ばれていたもので、単に「理事会」と称されることもあります。理事会の議長
国は加盟国が半年ごとの輪番制で務めます。すべての理事会の会議に、各加盟国から閣僚級代表が1人出席
します。

欧州理事会

欧州理事会（The	European	Council）は、一般的にはEUサミットまたはEU首脳会議と呼ばれる	
ことも多く、各加盟国の大統領や首相と欧州委員会委員長で構成されます。欧州理事会の起源は、
EUの政治指導者が定期的に会合を開くようになった1974年までさかのぼり、1987年の単一欧州	
議定書により条約上制度化されました。会合は原則として、年4回開催され、EU理事会の議長国の大統領
または首相が議長を務めます。

注 	駐日欧州委員会代表部発行の「EUを知るための12章」（2006年発行）
 p. 17～24から抜粋したものです。詳しくは同資料をご参照ください。

２．欧州連合の仕組み 
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欧州議会

欧州議会（The	European	Parliament）は、EU市民を代表し、EUの立法過程の一部を担います。
1979年以降、欧州議会議員は5年に1度の直接普通選挙で選出されています。拡大前の欧州議会の議員定
数は626人でしたが、2004年6月の選挙以降はEUの拡大により議員定数が732人に増えました。
	
欧州議会はEU理事会と共同で法案の制定にあたります。その立法手続きには以下の3つの方法があり	
ます。
　
第1番目は、1986年の単一欧州議定書によって導入された「協力手続き（cooperation	procedure)」で
す。この手続きに基づいて欧州議会は欧州委員会が提案する指令や規則について意見を述べ、欧州委員会
はその意見を考慮し、必要とあれば提案を修正します。

第2に、同じく1986年に導入された「同意手続き（assent	procedure）」があります。この手続きに
より、欧州委員会が交渉した国際協定や、拡大に関するあらゆる提案のほか、選挙規則の変更などにも欧
州議会の承認が必要となりました。

第3は、1992年のマーストリヒト条約によって導入された「共同決定手続き（co-decis ion	
procedure)」です。この手続きでは、労働者の自由移動、域内市場、教育、研究、環境、欧州横断	
ネットワーク、健康・衛生、文化、消費者保護などの重要な問題に関しては、欧州議会はEU理事会と同等
の立場で立法活動にあたります。これらの分野の法案については、議員の絶対多数が理事会の「共通の立
場（common	position)」を否決すれば、欧州議会は法案を廃案することができます。ただし、場合によ
っては案件が調停委員会に回されることもあります。EUの予算の採択についても、欧州議会とEU理事会
が同等の権限を有しており、欧州委員会が提出する予算案は、議会と理事会の双方で審議されます。

欧州委員会

欧州委員会（The	European	Commission）は、EUの主要機関のひとつです。委員の数は1国1人制で、
加盟国との合意および欧州議会の承認に基づき任命され、その任期は５年です。欧州委員会は、政治的に
独立した機関として任務を遂行します。EU全体の利益のために行動することを義務づけられているため、
いかなる加盟国政府の意向にいささかも左右されてはなりません。欧州委員会は「基本条約の守護者」と
して、EU理事会や欧州議会で採択された規則や指令が適切に適用され、実施されているかを監視します。

EU資料利用ガイド      ２．欧州連合の仕組み
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欧州委員会はまた、EU内で唯一、法案の発議権を持つ機関でもあります。欧州委員会はEU理事会内、	
あるいはEU理事会と欧州議会の間の合意を促すために、いかなる段階であっても行動を起こすことができ
ます。EUの行政執行機関としての欧州委員会は、共通農業政策などに関するEU理事会の決定を実行に移
します。研究、開発援助、地域政策などのEU共通政策の運営は主として欧州委員会の責任となっており、
欧州委員会はこれらの政策の予算も管理します。欧州委員会は欧州議会に対して責任を負い、議会が不信
任動議を可決した場合には総辞職しなければなりません。欧州委員会を支えているのは、40の部局（総局
およびその他の部署）からなる官僚機構であり、その職員は主としてブリュッセルとルクセンブルグに配
置されています。

欧州司法裁判所
	
欧州司法裁判所（The	Court	of	Justice）はルクセンブルグにあり、判事と判事を補佐する法務官は加
盟国政府の合意によって任命されます。欧州司法裁判所はEU法が遵守され、基本条約が適切に解釈、適用
されるように図るという役割を担っています。また、第一審裁判所（The	 Court	 of	 First	 Instance）は
1989年に設置され、各加盟国から選ばれた判事によって構成されています。加盟国の個人や企業が提訴
する案件などを扱います。また、2004年には、EU公務裁判所が設置されました。同裁判所は７人の判事
からなり、EU機構で働く職員と雇用主であるEU機関との紛争に対して司法判断を下します。

© European Community, 2006
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欧州会計監査院
欧州会計監査院（The	Court	of	Auditors）は1975年に設置され、各加盟国各1名の委員で構成されて	
います。委員は、欧州議会の諮問を経て、加盟国間の合意により任命され、任期は6年です。会計監査院
は、EUの予算における歳入･歳出のすべてについて、適法かつ無駄なく執行されているか、また、財務管
理が健全であるかを監査します。

その他、EUには以下のような諮問機関、金融機関があります。

欧州経済社会評議会（The European Economic and Social Committee = EESC）
ローマ条約（p.10参照）が適用される政策分野に関する決定を行う際に、EU理事会と欧州委員会は
EESCの意見を求めます。EESCは、各種利益団体を代表する評議員で構成されています。評議員はEU理
事会によって任命され、任期は４年です。EESCの意見を参考にしなければならない分野は多岐にわたり
ます。

地域委員会（The Committee of the Regions = CoR）
欧州連合条約（マーストリヒト条約、p.10参照）に基づいて設立された機関で、地域・地方政府の代表者
によって構成されています。委員は、加盟国の提案に基づいてEU理事会が任命し、任期は4年です。

欧州投資銀行（The European Investment Bank = EIB）
本部はルクセンブルグにあり、EU内の低開発地域の支援や中小企業の競争力向上に関するプロジェクトに
融資を行っています。

欧州中央銀行（The European Central Bank = ECB）
本部はドイツのフランクフルトにあり、1998年6月に設立されました。ECBは独立した機関であり、い
かなる政治的圧力も受けません。1999年1月からユーロ圏の単一金融政策を担っています。

EU資料利用ガイド      ２．欧州連合の仕組み



�

３．ヨーロッパ・デー、欧州の旗および欧州の歌

ヨーロッパ・デー
1950年5月9日、今日の欧州連合（EU）を創設するきっか
けとなる出来事が起こりました。その日、欧州全体を巻き込
むような第三次大戦の脅威の存在を背景に、フランス外相の
ロベール・シューマンは、パリで次のような声明（シューマ
ン宣言）を読み上げたのです。

「世界平和は、それを脅かす危険に見合った創造的な努力を傾けることなしに守ることはできな
い。‥‥基幹生産物を共同管理し、フランス、ドイツをはじめとする参加国に対して拘束力のある決定権
を持つ最高機関を創設することにより、この提案は平和の維持に欠くことのできないヨーロッパの連邦化
における初めての実質的な基礎の実現につながることになる」。

ほかでもない石炭と鉄鋼という、当時、あらゆる軍事力の基礎となっていた産業部門を管理する超国家的
な欧州の機構の創設を、シューマンは提唱したのです。したがって、この日がすべての始まりでした。だ
からこそ、1985年にミラノで開催された欧州理事会で5月9日を「ヨーロッパ・デー」として祝うことが
決定されたのです。EUは市民のために存在しています。欧州市民は、自らの価値観、習慣、言語を守りな
がらも、「欧州の家」で心安らかに感じることができるはずです。ヨーロッパ・デーは、欧州市民である
ことの最良の意味を象徴する日なのです。

欧州の旗
青地に12の星を配した旗は1955年12月8日に欧州評議会（Council	of	Europe）に
よって採択され、1986年5月26日にブリュッセルで執り行われた公式の式典を経て欧
州共同体の旗になりました。この旗はきわめて厳密な下書きに基づいて作られており、	
スカイブルーの背景に12の星を円形に配置しています。欧州の旗に配された12の星は、欧州連合の加盟
国が何カ国になろうと不変です。この12という不変の数は完璧さと充実を象徴しているのです。この欧州
のシンボルの価値をさらに高めるために、5月9日のヨーロッパ・デーに際して、EUの各機関の建物はこ
の欧州を象徴する色で飾られることになります。

欧州の歌
欧州の旗はよく知られていますが、EUの理念を表す歌に関しては必ずしもそうではありません。ベートー
ベンの第九交響曲最終楽章で用いられている「歓喜の歌」の主題が、1985年6月28日と29日の両日に
ミラノで開かれた欧州理事会において、EUの歌として承認されました。この文脈においては、歓喜の歌は
自由への賛歌でもあり、また、共同体意識とEUを構成する25カ国の市民の平和に対する賛歌でもありま
す。さらには、自由意思によってEUに加盟しようとする他の国民をたたえる歌でもあります。「歓喜の
歌」はEUの行事の際に演奏されています。この欧州の第２のシンボルを普及させるために、ヨーロッパ・
デーには多くのオーケストラが歓喜の歌を演奏します。

３．ヨーロッパ・デー、欧州の旗および欧州の歌



10

４．主なEU出版物

EU Treaties

欧州共同体（EC）設立諸条約と欧州連合（EU）条約の
調印（締結）・発効年は下記のとおり。すべての条約は	
インターネット上で全文が公開されています。EU資料セン
ター（EDC）では図書として出版されたものも所蔵していま
す。

調印年 発効年 条約名 文書番号
［公開データ形式］

1951年4月 1952年7月 Treaty	establishing	the	European	Coal	
and	Steel	Community	
欧州石炭・鉄鋼共同体を設立する条約	
（ECSC設立条約）
パリ条約。	2002年に失効

[TIFF]

1957年3月 1958年1月 Treaty	establishing	the	European		
Economic	Community（EEC）
欧州経済共同体設立条約
Treaty	establishing	the	European	
Atomic	Energy	Community	
（Euratom=EAEC）
欧州原子力共同体設立条約
この2つの条約を総称してローマ条約

1957	:	[TIFF]
【Consolidated	ver.】
1992	:	OJ	C	224	
[TIFF]
1997	:	OJ	C	340	
[HTML]
2002	:	OJ	C	325
[HTML・PDF]	

1986年2月 1987年7月 The	Single	European	Act
単一欧州議定書

1987	:	OJ	L	169	
[TIFF]

1992年2月 1993年
11月

Treaty	on	European	Union
欧州連合条約

“Treaty	of	Masstricht”
マーストリヒト条約

1992	:	OJ	C	191	
[HTML]
【Consolidated	ver.】
1997	:	OJ	C	340	
[HTML]
2002	:	OJ	C	325
[HTML・PDF]

1997年10月 1999年5月 Treaty	on	European	Union
（欧州連合条約の改正）
“Treaty	of	Amsterdam”
アムステルダム条約

1997	:	OJ	C	340	
[HTML]

2001年2月 2003年2月 Treaty	on	European	Union
（欧州連合条約の再改正）
“Treaty	of	Nice”
ニース条約

2001	:	OJ	C	80
[HTML・PDF]

2004年10月 未定 Treaty	establishing	a	Constitution	for	
Europe
欧州憲法制定条約

2004	:	OJ	C	310
[HTML・PDF]

EU資料利用ガイド      ４．主なEU出版物
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【アムステルダム条約】 
2001年2月 2003年2月 Treaty on European Union 

（欧州連合条約の再改正） 
“Treaty of Nice” 
【ニース条約】 

2001 : OJ C 80 
 [HTML・PDF] 

2004 年 10
月 

未定 
 

Treaty establishing a Constitution for 
Europe 
欧州憲法制定条約 

2004 : OJ C 310 
 [HTML・PDF] 

 
条約は全加盟国によって調印（締結）された後、加盟国の各国内憲法上の規定（議会での議決や国民
投票）に従い、全加盟国で批准された後に発効します。現在、欧州憲法制定条約の批准状況が注目さ
れています。 
インターネットでTreatiesを検索するには 
 
【EU法令ポータルサイトEUR-LexのHP】http://eur-lex.europa.eu 
 

㈰ EUR-Lexのトップページ 
EUR-LEXのトップページの左側の 

 メニュー一覧の “Collections” の中

の 

  “Treaties” のサイトをクリックしま

す。 

 
 
 
 
 

 
 

 

㈪ Treatiesのサイト 

トップページでは現行の条約が公開 

されています。ECSC、EEC、EAEC 

条約や、EU加盟条約などはページ 

下のリンクからたどっていけます。 
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条約は全加盟国によって調印（締結）された後、加盟国の各国内憲法上の規定（議会での議決や国民投
票）に従い、全加盟国で批准された後に発効します。現在、欧州憲法制定条約の批准状況が注目されてい
ます。

インターネットで各条約を検索するには、EU法令のポータルサイトにアクセスします。

EU法令ポータルサイトEUR-LexのHP
http://eur- lex.europa.eu/en/index.htm

① EUR-Lexのトップページ

E U R - L e xのトップページの左側の	
メニュー一覧の“Collections”の中の		
“Treaties”のサイトをクリックします。

 ② Treatiesのサイト

トップページでは現行の条約が公開され
ています。ECSC、EEC、EAEC条約や、
EU加盟条約などはページ下のリンクから
たどっていけます。
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General Report on the Activities of the European Union

EUの年次活動報告書。各記事から原本への参照があるため、関連記事の調査が
簡単にできます。1997年以降はホームページ（HP）でも公開されています。	
(1995年と1996年については要約）
http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm

Bulletin of the European Union

毎月のニュースや政策ごとの活動状況が記されています。General	Reportと同様に原本への参照があ
り、巻末には主題の索引が備えてあります。12月号には年間の索引が付属しています。1996年以降の
Bulletin（年1回発行のCumulative	Indexも）についてはHPでも公開されており、関連記事へのリンク
もあります。冊子体の発行は2005年分まで。
http://europa.eu/bulletin/en/welcome.htm

Official Journal of the European Union

EUの官報（日刊）で、以下の3つのシリーズに分かれています。

Lシリーズ（Legislation):	採択された法令が全文掲載されています。
I.	 Acts	whose	publication	is	obligatory：刊行が義務であるもので、条約、規則
	 (Regulation）、指令（Directive）が掲載されています。
II.	 Acts	whose	publication	is	not	obligatory：決定（Decision）のように適用範囲が
	 狭く、刊行が必ずしも義務でないものが掲載されています。

Cシリーズ（Information	and	Notices）
I.	 Information:	 EU各機関から提出された意見書、各種情報、欧州司法裁判所の判決
		 	 	 の要約、ユーロの換算率などが掲載されています。
II.	 Preparatory	Acts:	 欧州委員会の法案、法令制定過程の情報、欧州経済社会評議会、
	 	 	 会計監査院、地域委員会などの意見書が掲載されています。
III.	 Notices:	 職員の公募情報などが掲載されています。

2000年以降はCD-ROM版も発行されています。また、1998年以降のOfficial	JournalはHPでも公開	
されています。　http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en

Sシリーズ（Supplement):	EUの各種入札情報が掲載されています。
1998年以降、紙媒体での発行は中止。現在はCD-ROM版（週2回発行）とHP上でデータベ
ースとして公開されています。

EU資料利用ガイド      ４．主なEU出版物
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COM documents

欧州委員会が発表した文書で、EU理事会に提出した法案や政策基本方針、白書・緑書などが掲載されてい	
ます。1999年以降のCOM	documentsはHPで公開されています。
http://eur- lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=en

Reports of Cases before the Court of Justice and 
the Court of First Instance

欧州司法裁判所（Section	I）および第一審裁判所（Section	II）の判例集。略称は、ECR（European	
Court	Report）。判決全文とアボカ･ジェネラル（法務官）の意見書を掲載。判決の要約はOJの	Cシリー
ズに掲載されます。欧州司法裁判所のHPでは、1998年以降の判決全文を見ることができます（1953年
～1997年は要約）。週刊速報（Proceedings	of	ECR）も、HPに掲載されています。また、EUの法令
サイトであるEur-Lex（p.19参照）でも1996年以降の判決文を検索できます。
欧州司法裁判所のHP
http://curia.europa.eu/index.htm

PE Doc.（European Parliament Session Documents）

欧州議会のレポートや決議、口頭質問状などが掲載されている資料です。旧タイトルは「Working	
Documents」（1987・1988年度まで）。1989年度までは冊子体のみ、1990年度～1997年度は	
マイクロフィッシュ版、1994年度以降はHPで検索することができます。CD-ROM版は刊行されていま
せん。
http://www.europarl .europa.eu/activit ies/public.do?language=en

セッション・ドキュメント番号の表示例：

典型的な番号例:		A4 – 0131 / 95

 ① ② ③ ④

①　文献タイプ（文献タイプを区別するアルファベットは1985年以降の資料に付与されています）
					A	:	レポート	（Reports）
					B	:	決議・口頭質問	（Motions	for	resolutions	and	oral	questions）
					C	:	他機関発行資料	（Documents	from	other	institutions）　　

②　欧州議会の会期
					1	:	第１回会期	1979年7月～1984年6月	 		4	:	第４回会期	1994年7月～1999年6月
					2	:	第２回会期	1984年7月～1989年6月	 		5	:	第５回会期	1999年7月～2004年6月
					3	:	第３回会期	1989年7月～1994年6月	 		6	:	第６回会期	2004年7月～2009年6月
③　通し番号
④　作成年（「95」	はそのドキュメントが1995年に作成されたことを示します）
　　注意	1990年1月1日までは、④	の番号は議会の会期を示しています。
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Eurobarometer

Eurobarometer（ユーロバロメーター）は、1973年から欧州委員会が行っている世論調査分析	
（Public	 opinion	 analysis）の結果をまとめた資料で、調査範囲は、EU拡大、社会情勢、健康、文化、
情報技術、環境、防衛、欧州の市民権に関するものなど多岐にわたります。

世論調査の報告には以下のようなものがあります。

Eurobarometerは、現在冊子体では出版されておらず、HP上でPDF形式のファイルを閲覧・ダウンロー
ドできます。また、Eurobarometerのサイトでは、Eurobarometer	 Interactive	Search	Systemとい
う対話型システムにより、データを表形式で見ることができます。

EurobarometerのHP  
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 　　　

EU資料利用ガイド      ４．主なEU出版物

Standard	Eurobarometer
(Standard	EB）

およそ1,000の質問からなる調査結果報告書。
年2回（春・秋）刊。本編の他にFirst	result、Annexあり

Special	Eurobarometer
(Special	EB）

Standard以外のトピックによる調査結果報告書。
本編は年1回刊（ただし、要約の他トピックごとの調査も不
定期に公表される）

Candidate	Country	Eurobarometer
(CC	EB）

EU加盟候補国で行われた調査報結果告書。
年1回刊

Flash	Eurobarometer		
(Flash	EB）

欧州委員会あるいは他のEUの機関の任意の要請により行なわ
れた特別なトピックについての電話インタビューをまとめた
もの。不定期刊
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５．EU法令とその調べ方

ＥＵ法について

EUは他の国際機関とは異なり、条約の範囲内で加盟国から主権の一部を移譲されています。ここで立法さ
れる「EU法」は、国際法や加盟国の国内法とは違う独自の存在と考えられます。

I.　法令の種類1
注

	
欧州司法裁判所の審理対象となるいわゆる「EU法」には、下記の種類があります。

•	 一次法（条約):	EU設立条約や改正条約にあたる基本条約を指します。
•	 二次法（共同体立法):	条約（一次法）を根拠に制定される法令です。二次法には下記の種類があり、
	 加盟国への拘束力もそれぞれ異なります。

•	 判	例:	 欧州司法裁判所・第一審裁判所の判決もまたEU法としての効力を持っています。
	 	 両裁判所の判決文はHPで閲覧することができます。

 
	 欧州司法裁判所（The	Court	of	Justice）
	 	 EUの基本条約が法にかなった形で適用されるよう図る役割を持ちます。
	 	 加盟国裁判所の申請により、共同体法の要点の解釈や妥当性を審議します。
	 第一審裁判所（The	Court	of	First	Instance）
	 	 個人と法人との間の訴訟を審議します。
	 	 共同体法の要点に関わる上訴は欧州司法裁判所が処理します。

注 	出所：日本貿易振興機構（ジェトロ）ウェブサイト

５．EU法令とその調べ方

英語名 特　　徴　・　備　　考

規則 Regulation 自動的にEU（EC）法になり、各加盟国の国内法に優先して、政府や
企業の行動を直接規制します。

指令 Directive 設けられた期限内に指令の目的を実現する必要がありますが、
その方法は各加盟国に任されます。

決定 Decision その決定の対象者（特定の国・企業・個人など）に対して直接拘束力を
持ちます。

勧告 Recommendation 欧州委員会が表明。拘束力はありません。

意見 Opinion 欧州委員会の表明。拘束力はありません。
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II. EU法の制定過程 
 
EU法の原案となる法案は欧州委員会が提出します。提出された法案は欧州議会やEU理事会での審議を経
て最終的にEU法として成立するのですが、そこに至るまでの意思決定手順は、法案の内容によって異なり
ます。また、EU法に関わる決定事項はEU官報によって公報されます。EU法の成立過程と、関連するドキ
ュメント類をごく簡略に説明すると、下記のような流れになります。
 

 ＜駐日欧州委員会代表部資料より作成> 
法令の制定手続きには、次の４つがあります。

① 同意手続き （Assent procedure）

EU理事会は極めて重要な決定の際には、必ず欧州議会の同意を得なければなりません。同意手続きにおい
ては、欧州議会は理事会の決定を議員総数の絶対多数により否決することができます。ただし、選択肢は
可決・否決のみであり、提案を修正する事はできません。

 <EUR-Lexより作成> 

欧州委員会が法案（Proposal）提出
　COM	Document	final

官報に法案掲載
Official	Journal	C	Series	

欧州議会の意見表明
PE-Doc.	

欧州経済社会評議会・
地域委員会の意見表明

CES	Documents,	CdR	Documents

官報に意見書掲載
Official	Journal	C	Series

官報に意見書掲載
Official	Journal	C	Series

EU理事会による採択

EU法として官報に掲載・公報
Official	Journal	L	Series

欧州委員会からEU理事会・欧州議会に法案
（Proposal）を提出

欧州議会の意見

欧州議会が法案を否決した場合、法案は採択
されない。議会による修正もされない。

欧州議会の同意後に、EU理事会
により法案採択

EU資料利用ガイド      ５．EU法令とその調べ方
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② 共同決定手続き（Co-decision procedure）

欧州議会とEU理事会が異なる見解を持つ場合に適用される意思決定手順です。ここでは欧州議会はEU理
事会とほぼ同等の権限を持ち、EU理事会の立法手続きを阻止する事も可能です。現在、域内市場・消費者
保護・雇用など、企業活動に直接影響するEU法のほとんどはこの手続きで制定されています。

  

 <EUR-Lexより作成>  
調停委員会：欧州議会・EU理事会から同人数で構成

欧州委員会から欧州議会・EU理事会に法案（Proposal）を提出

　地域委員会の意見 欧州経済社会評議会の意見欧州議会の意見（第一読会）

EU理事会がすべて承認、または欧州議会が
法案を可決した場合、EU理事会は法案を

採択できる

EU理事会が改正を承認しない場合、あるいは欧州議
会が法案を否決した場合、EU理事会は

「共通の立場」（法案的なもの）を提出する

EU理事会

欧州議会は「共通の立場」を審議（第二読会)

議会が「共通の立場」を承認の場合、
または審議しなかった場合は法案は

採択されたとみなされる
「共通の立場」に対し、
議会から修正を提案

議会が「共通の立場」
を否決した場合、法案は

否決とみなされる

欧州委員会による
否定的意見

欧州委員会による
肯定的意見

特定多数決でEU理事会採択。
議会の「共通の立場」修正案は承認

され、法案採択

全会一致でEU理事会採択。
議会の「共通の立場」修正
案は承認され、法案採択

調停委員会（議会＋EU理事会）による合意達成。
2機関のいずれかが承認しない場合、

法案は採択されない。
調停委員会による合意に達しない場合、

法案は採択されない。

EU理事会が議会の
「共通の立場」修正案否決。

調停委員会の招集
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③ 協力手続き（Cooperation procedure）

欧州議会の役割を、諮問手続きよりも発展させたものです。	議会はEU理事会の提出した「共通の立場」を
修正できますが、共同決定手続きとは異なり、最終決定はEU理事会に任されます。アムステルダム条約の
発効により、一部の内容を除いては、審議方法が協力手続きから共同決定手続きに移行しました。

④ 諮問手続き (Consultation procedure)

EUの基本的な政策決定手順で、欧州議会の影響力が最も弱いものです。欧州委員会は法案をEU理事会と
欧州議会に提出します。内容によっては地域委員会や欧州経済社会評議会の意見も加え、最終的にEU理事
会の決定（全会一致または特定多数決）を経てEU法が成立します。

  

 <EUR-Lexより作成>    
III. ＥＵ法の検索

法令が掲載される資料
EU官報（Official	Journal	of	the	European	Union）のLシリーズ（Legislation	Series）に掲載さ
れます。	

EU法を検索するには？
EU法情報サイトであるEUR－Lex上で、基本条約や法令・法案、欧州司法裁判所の判例など、さまざまな
EU法の関連文書を入手できます。

EUR-Lex	とは、欧州共同体出版局（Office	for	Official	Publications	of	the	European	Communities）
が管理するEU法のポータルサイトです。ここでは、欧州議会・EU理事会・欧州委員会などの各種文書が無
償で提供されており、例えば、条約、EU官報、欧州司法裁判所の判例、欧州議会の議員質問状などを検索
することができます。

収録年代：1998年以降のEU官報のL（法令）シリーズ、C（通知）シリーズを網羅し、加盟各国語で本
文を入手できます。他にも欧州石炭鉄鋼共同体（European	Coal	and	Steel	Community	=	ECSC）設
立当時を含め、1950年代に始まった欧州の協力関係の萌芽期の文書も収録しています。そして現在も毎
年15,000件前後のデータが追加されています。

更新頻度：毎日更新されます。EU官報の場合は、発行日付と同日の朝にPDFが公開されます。

EU資料利用ガイド      ５．EU法令とその調べ方

地域委員会の意見 欧州経済社会評議会の意見欧州議会の意見

欧州委員会からEU理事会・欧州議会に
法案（Proposal）を提出

常駐代表委員会（Coreper）の諮問後に決定
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EUR-LexのHP 
http://eur- lex.europa.eu/en/index.htm

探している文書が掲載されている官報の号や日付が特定できる場合は、画面左側の「Official	Journal」	
メニューから直接検索することができます。あるテーマに関する文書を探しているというような場合
は、「Simple	 Search」の画面で、キーワードなどを入力することにより検索します。以下、「Simple	
Search」を例にとって流れを説明します。

EUR-Lexでの検索の流れ

① 検索方法を選びます。
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更新頻度：毎日更新されます。EU官報の場合は、発行日付と同日の朝にPDFが公開されます。 

 
【EUR-LexのHP】 http://eur-lex.europa.eu 
 
 

探している文書が掲載されている官報の号や日付が特定できる場合は、画面左側の「Official Journal」 

メニューから直接検索することができます。あるテーマに関する文書を探しているというような場合は、

「Simple Search」の画面で、キーワードなどを入力することにより検索します。以下、「Simple Search」

を例にとって流れを説明します。 

EUR-Lexでの検索の流れ 

Official Journal: EU官報の日付や掲載号から検索します。 
Simple Search: キーワードや資料タイプから検索します。 

 
① 検索方法を選びます 
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キーワードから検索する場合は、

General search の中の 

Search terms を使います。(右図) 

General search ：キーワードや、発行機関名、いつ頃の文書なのか、などから検索します。 

Search by file category ： 条約や法令、判例など文書タイプを指定して検索します。 

他にも文書番号などの検索項目が設けられています。 

キーワードを 
入れて検索

② Simple Search メニューで、どの項目から検索するかを選びます 

③ 検索結果の一覧から必要な文書を選びます 

ＥＵ官報の掲載号の情報 

htmlやPDFのリンクから本文を入手できます。 
Bibliographic notice + Text を選ぶと、本文に加え、 
さまざまな関連情報も表示することができます。 

EUR-Lex の検索結果一覧表示（例） 
法令番号と法令タイトルが表示されます。 
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EUR-Lex の検索結果詳細表示（例） 

④ 検索結果詳細画面から本文や関連文書を入手できます 

さまざまな関連文書リンク 

詳細画面の後半には本文が表示されます。 
イメージでの入手が必要な場合は、画面前半に
あるPDFのリンクを選んでください。 

言語のリンクを選ぶと、加盟各国語と並列
した表示が可能です。 

この文書に付与されたキーワード。他の
文書を探す際にも参考になります。 

本文イメージが必要な場合は 
ファイル種類からPDFを選択
します。 

法令の発効日や失効日 

④ 検索結果詳細画面から本文や関連文書を入手できます。

EUR-Lex	の検索結果詳細表示（例）



22

6.  EU統計とその調べ方

Eurostat

Eurostatとは、欧州委員会統計局（以下、統計局）が発表する統計資料の総称で、その収集範囲はユーロ
圏、欧州連合（EU）加盟国をはじめ、ＥＵ加盟候補国の統計にまで及び、最も信頼できるＥＵの統計情報
源となっています。統計局が発表する統計は、欧州委員会のHPで閲覧することができます。その他、冊子
体やCD-ROM版（一部はDVD）などさまざまな媒体で提供されており、最近では冊子体としての刊行を
せず、HPでText（Doc）形式あるいはPDF形式のファイルのみ提供されている統計も出てきています。
統計局では、統計の種類を以下のように分類しています。

最もポピュラーな統計書は、Eurostat	Yearbook（欧州統計年鑑）
で、“data	Eurostat”が提供する統計情報を概観することができます。	
なお経済分野の統計では、EU域内だけではなく、日本や米国の情報につい
ても掲載されています。また、統計書は基本的に年刊のものが通常ですが、
テーマごとに、統計速報として、Statistics	in	focusやEurostat	newsな
どが不定期で刊行されています。
Eurostat（統計局）のHP　
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

EU資料利用ガイド      6.  EU統計とその調べ方

一般・地域統計 General	and	regional	statistics

経済・金融 Economy	and	finance

人口・社会情勢 Population	and	social	conditions

工業・商業・サービス Industry,	trade	and	services

農業・漁業 Agriculture	and	fisheries

域外貿易 External	trade

運輸 Transport

環境・エネルギー Environment	and	energy

科学技術 Science	and	technology
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では実際にEurostatのホームページ（HP）を見てみましょう。図1がTop pageです。Eurostatの

HPはドイツ語、英語、フランス語の3ヶ国語だけで構成されています。 

 

このページで言語を選択してメインページへ入りま

す。（図2） 

 
 
 
 
 
（図1：EurostatのHP） 

 
 

 
Eurostatのメインページの構成は、左側に特集やテーマが並び、中央にニュースリリースと

Statistics in focus、その下にタブ形式でTable、Data、Methodology、Publications が並んで

います。右側にはQuick search、ActivitiesそしてServicesがあります。 

 

（図2：Eurostatのメインページ）          

このServicesはEurostatに関する様さま

ざまなアクセス方法について親切に教えて

くれます。もし統計情報についてHPだけで

は分からないことがあれば、ここを見ると

よいで しょ う。 特にFAQ（Frequently 

Asked Question）では、一般的な質問か

ら技術的なもの、データへのアクセス方法

や問い合わせ方など、さまざまな質問と回

答が用意されています。また、Help/Data 

supportのページでは、22カ国のサポート

EU統計の調べ方

統計情報を収集したい場合には、目録カードで探す、オンライン目録で探す、雑誌記事索引で探す、検索
エンジンを使って探す、実際に資料のある場所へ行って直接探すなど、いろいろなアプローチの方法が	
あります。欧州委員会統計局（Eurostat）のサイトでは、各9分野において下記のような出版物を公表
し、EUの統計情報を提供しています。

では実際にEurostatのホームページ（HP）を見てみましょう。図1がTop	pageです。EurostatのHPは
ドイツ語、英語、フランス語の3ヶ国語だけで構成されています。

① このページで言語を選択してメインページへ入
ります。（図1）

 図1：EurostatのHP 

一般・地域統計 Eurostat	yearbook,	Europe	in	figure,	Eurostat	yearbook	on	candi-
date	countries,	Regions:	statistical	yearbook	など

経済・金融 Economic	portrait	of	the	European	Union,	European	Union	direct	
investment	yearbook	など

人口・社会情勢 Demographic	statistics,	Labour	force	survey,	Health	statistics:	key	
data	on	health	など

工業・商業・サービス Distributive	trades	in	Europe,	European	business:	facts	and	fig-
ures,	Business	in	Europe:	statistical	pocketbook	など

農業・漁業 Agriculture	in	the	European	Union:	statistical	and	economic	infor-
mation	など

域外貿易 External	and	intra-European	Union	trade	-	Statistical	yearbook	など

運輸 EU	transport	in	figures,	European	energy	and	transport:	scenarios	
on	key	drivers	など

環境・エネルギー Energy	in	Europe,	Energy	and	environment	indicators	など

科学技術 Statistics	on	Science	and	Technology,	
Statistics	on	Innovation	in	Europe	など
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Eurostatのメインページの構成は、左側に特集やテーマが並び、中央にニュースリリースと“Statistics	
in	 focus”、その下にタブ形式でTable、Data、Methodology、Publicationsが並んでいます。右側に
はQuick	search、ActivitiesそしてServicesがあります。

 図2：Eurostatのメインページ  　　　　　　　　　　
② このServicesはEurostatに関するさま
ざまなアクセス方法について親切に教えてく
れます。

もし統計情報についてHPだけでは分からない
ことがあれば、ここを見るとよいでしょう。
特にFAQ（Frequently	Asked	 Question）
では、一般的な質問から技術的なもの、デー
タへのアクセス方法や問い合わせ方など、さ
まざまな質問と回答が用意されています。
また、Help/Data	supportのページでは、
22カ国のサポートセンターへ直接メールを送
ることができます。

③ 実際の統計情報の探し方

一番分かりやすいのは、メインページの中央下にあるTablesからテーマを選択する方法です。ここでテー
マを選ぶと次のページでツリー状になったテーブル項目が表示されます。この項目を選択すると、最新1年
分の統計データを見ることができます。また、このデータを複数年分入手したい場合は、“Full	download	
of	the	underneath	monthly	tables”	を選択します。

④ ここでは、最も簡単な例を取り上げてみます。

例えば図3にある [ T a b l e s ] タグの先頭にあ
る“General	 Economic	Background”を選択する
と、次ページの図4のようなツリーが表示されます。
ここで、“GDP	per	capita	in	PPS”にある図のマ
ークをクリックすると1996年から2007年までの
「購買力基準における１人当たりの国内総生産」の数
字が表示されます。もし、このデータを過去に遡って
入手したい場合は、ツリーの一番上に表示されてい
る“Full	Download”をクリックすると、テーブル
を作成するための画面が表示されます。

 図3：General and regional statisticsの例例           
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センターへ直接メールを送ることができます。 

さて、実際の統計情報の探し方ですが、一番分かりやすいのは、メインページの中央下にある
Tablesからテーマを選択する方法です。ここでテーマを選ぶと次のページでツリー状になったテ
ーブル項目が表示されます。この項目を選択すると、最新1年分の統計データを見ることができ
ます。また、このデータを複数年分入手したい場合は、“Full download of the underneath 

monthly tables” を選択します。 

ここでは、最も簡単な例を取り上げてみます。

例えば図3にある[Tables]タグの先頭 

に あ る  “General Economic 

Background” を選択してみると、次ペー

ジの図4 のようなツリーが表示されます。

ここで、 “GDP per capita in PPS” に

ある図のマークをクリックすると1996年

から2007年までの「購買力基準における１

人当たりの国内総生産」の数字が表示されま

す。もし、このデータを過去に遡って入手し

たい場合は、ツリーの一番上に表示されてい

る“Full Download” をクリックすりと、

テーブルを作成するための画面が表示されます（図４）。 （図3：General and regional statistics

の例） 

                               

 

 

（図4：ツリーの画面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GDP per capita in PPS   

Full download 
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テーブル作成に当たっては、以下の3つのステップが必要です。 

 

Step1: Make your selection 

まず “TIME”、“GEO”、“INDICAT” の各

項目の中でそれぞれ条件を選択します。左図は

“Statistical indicator” を選択した画面です。

図の右側のチェックボックスの中から入手したい

情報にチェックを入れます。3つの項目それぞれに

チェックを入れたら、画面下の “Next” ボタン

をクリックします。 

                
 

Step 2: Set rows and columns 

次のステップは図表の構成を決める画面です。こ

こでどのような表にしたいか縦軸・横軸に表示す

る 項 目 を 決 め ま す 。 決 定 し た ら 画 面 下 の 

“Next” ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
Step 3: Select download options 

最後のステップです。 

ここではデータフォーマットとオプションを 

選択します。ブラウザで表示させるか、データシ

ートのための形式にするか、またはデータ 

ベース用のデータとしてダウンロードするかの 

3通りが選択できます。OptionでCode、Flag、

Decimal symbol等を指定して、Downloadボタ

ンをクリックすれば完了です。 

 

 

 図4：ツリーの画面  
　　
　　　　
　　　　　																	　

テーブル作成に当たっては、以下の3つのステップが必要です。

Step1: Make your selection
まず“TIME”、“GEO”、“INDICAT”の各項目の
中でそれぞれ条件を選択します。左図は“Statistical	
indicator”を選択した画面です。図の右側のチェックボ
ックスの中から入手したい情報にチェックを入れます。
3つの項目それぞれにチェックを入れたら、画面下の	
“Next”	ボタンをクリックします。
　　　　　　　　　　　　　　　

Step 2: Set rows and columns
次のステップは図表の構成を決める画面です。ここでど
のような表にしたいか縦軸・横軸に表示する項目を決め
ます。決定したら画面下の	“Next”	ボタンをクリック
します。
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Step 3: Select download options
最後のステップです。
ここではデータフォーマットとオプションを選択しま
す。ブラウザで表示させるか、データシートのための形
式にするか、またはデータベース用のデータとしてダ
ウンロードするかの3通りが選択できます。Optionで
Code、Flag、Decimal	symbol等を指定して、
Downloadボタンをクリックすれば完了です。

下記はブラウザで結果を表示した画面です。

ブラウザに表示した場合、数値の右横に
Codeが表示されているものがあります
が、この表示は説明の必要があるだけ表
示されます。ただし、[.tab]形式で保存し
て、Excelなどを使って表すと、いくつか
のコードの説明も表示されます。

Europaサーバの統計情報は、冊子体やCD-ROM版、データベースを利用することで、必要とする情報の
多くが得られるようになっています。なおEU加盟各国が収集している詳細な統計情報は、Europaサーバ
上では検索できませんので、それらの統計情報を入手したい場合は、加盟各国のHPや大使館等にお問い合
わせください。
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次の図はブラウザで結果を表示した画面です。 

 
ブラウザに表示した場合、数値の右横に

Codeが表示されているものがあります

が、この表示は説明の必要があるだけ表

示されます。ただし、[ .tab]形式で保存

して、Excelなどを使って表すと、いく

つかのコードの説明も表示されます。 

 

 

 

 

 

このように、Europaサーバの統計情報は、冊子体やCD-ROM版、データベースを利用することで、

必要とする情報の多くが得られるようになっています。なおEU加盟各国が収集している詳細な統計情

報は、Europaサーバ上では検索できませんので、それらの統計情報を入手したい場合は、加盟各国の

HPや大使館等にお問い合わせください。 
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７．欧州連合（EU）に関する主な情報源

◆  欧州連合（EU）公式サイト「EUROPA」
http://europa.eu/
EUの機構や歴史、政策、ニュース、法令、出版物、統計などさまざまな情報を提供。

◆ 駐日欧州委員会代表部 
			 http://www.deljpn.ec.europa.eu

EUや日・EU関係についての情報を日本語と英語で提供。

◆ EU資料センター（European Documentation Centre = EDC）
欧州委員会出版局発行の出版物（条約、年次報告書、月例報告書、EU官報、統計資料などの	
ＥＵ公式資料や、各政策分野についての広報資料）を所蔵。

◆ 日欧産業協力センター
http://www.eu-japan.gr.jp
日・EUのビジネスマンを対象にしたEU情報源の紹介サービスなどを提供。

◆ 国立国会図書館
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Eu/EU.htm
日本における唯一のEU寄託図書館。EDCと同様にEUの資料を一般に公開。

◆ EUインスティテュート・イン・ジャパン（EUIJ）
http://www.euij-tc.org/ja/index.html（東京）					http://euij-kansai.jp/（関西）
日本におけるEU研究の学術拠点としてEU情報を発信。

◆ 外務省によるEU情報
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html
EUおよび日・EU関係に関する情報を掲載。

◆ 日本貿易振興機構（ジェトロ）によるEU情報
http://www.jetro.go.jp/biz/world/europe/
主にビジネスに役立つEU情報を提供。

◆ 日本規格協会
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Foreign/html/jp/Japanesegrouplist.
htm?lang=jp
「海外規格」であるEUおよびEU加盟各国内の規格の邦訳販売などを提供(有料)。

７．欧州連合（EU）に関する主な情報源
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８．EU資料センター（EDC）一覧

欧州委員会出版局発行の出版物を所蔵しています。EUに関する文献・資料の調査には、最寄りのEDCや寄
託図書館である国立国会図書館をご利用ください。原則として、設置年以降の出版物を所蔵しています。

（カッコ内は 設立年・学内設置場所）

1. 西南学院大学ＥＵ資料センター（1969年・図書館）
	 〒814-8511	福岡県福岡市早良区西新6-2-92
	 Tel:	092.823.3410　Fax:	092.823.3480
			 lib-srv@seinan-gu.ac.jp	　	http://www.seinan-gu.ac.jp/library
	
2.  名古屋大学ＥＵ資料センター（1973年・経済学図書室）
　		 〒464-8601	愛知県名古屋市千種区不老町	
				 Tel:	052.789.4922		Fax:	052.789.2364	
				 eco@nul.nagoya-u.ac.jp					http://www.soec.nagoya-u.ac.jp	

3.  同志社大学ＥＵ資料センター（1976年・総合情報センター） 
			 〒602-8580	京都府京都市上京区今出川通烏丸東入
			 Tel:	075.251.3980		Fax:	075.251.3058	
			 ji-edc@mail.doshisha.ac.jp		http://www.doshisha.ac.jp/library/eu	

4.  早稲田大学ＥＵ資料センター（1978年・現代政治経済研究所） 
			 〒169-8050	東京都新宿区西早稲田1-6-1	
			 Tel:	03.3204.8960		Fax:	03.3204.8961	
			 web-ircpea@list.waseda.jp			http://www.waseda.jp/seikei/ircpea/	
	
5.  中央大学ＥＵ資料センター（1979年・中央図書館国際機関資料室） 
			 〒192-0393	東京都八王子市東中野742-1	
			 Tel:	0426.74.2591		Fax:	0426.74.2547		
			 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/library/h01_04_05_j.html	

6.  東京大学ＥＵ資料センター（1980年・総合図書館国際資料室） 
			 〒113-0033	東京都文京区本郷7-3-1	
			 Tel:	03.5841.2645		Fax:	03.5841.2658	
			 kokusai@lib.u-tokyo.ac.jp			http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/undepo	
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7.  慶應義塾大学ＥＵ資料センター（1982年・三田メディアセンター4階） 
			 〒108-8345	東京都港区三田2-15-45
			 Tel:	03.5427.1664		Fax:	03.5427.1660
　	 mita-ref@lib.keio.ac.jp					http://www.mita.lib.keio.ac.jp	
	
8.  北海道大学ＥＵ資料センター（1982年・附属図書館） 
			 〒060-0808	北海道札幌市北区北八条西5丁目
			 Tel:	011.706.2973		Fax:	011.746.4595		
			 ref@lib.hokudai.ac.jp							http://www.lib.hokudai.ac.jp	
		
9.  兵庫県立大学ＥＵ資料センター（1982年・経済経営研究所）
			 〒651-2197	兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1	
			 Tel:	078.794.5302		Fax:	078.794.6166
			 keiken@gk.u-hyogo.ac.jp					http://www.rieba.u-hyogo.ac.jp
	
10.	関西大学ＥＵ資料センター（1983年・総合図書館） 
				 〒564-8680	大阪府吹田市山手町3-3-35	
				 Tel:	06.6368.0267		Fax:	06.6368.1280	
				 http://www.kansai-u.ac.jp/Library/home.htm	
	
11.  香川大学ＥＵ資料センター（1983年・附属図書館） 
				 〒760-8525	香川県高松市幸町1-1	
				 Tel:	087.832.1249		Fax:	087.832.1257	
				 libsabis@ao.kagawa-u.ac.jp				http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/	
	
12.  東北大学ＥＵ資料センター（1983年・附属図書館） 
				 〒980-8576	宮城県仙台市青葉区川内27-1	
				 Tel:	022.795.5933		Fax:	022.795.5949
				 desk@library.tohoku.ac.jp					http://www.library.tohoku.ac.jp			

13.  上智大学ＥＵ資料センター（1985年・中央図書館） 
				 〒102-8554	東京都千代田区紀尾井町7-1	
				 Tel:	03.3238.3055		Fax:	03.3238.3139	
				 http://www.sophia.ac.jp/J/lib.nsf/Content/top	
	
14.  琉球大学ＥＵ資料センター（1985年・附属図書館） 
				 〒903-0214	沖縄県中頭郡西原町字千原1	
				 Tel:	098.895.8168		Fax:	098.895.8169
				 kokusai@lib.u-ryukyu.ac.jp			http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/	
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15.  福山大学ＥＵ資料センター（1985年・附属図書館）
				 〒729-0292	広島県福山市学園町1番地三蔵	
				 Tel:	084.936.2111		Fax:	084.936.1589	
				 eu@libaxp.fulib.fukuyama-u.ac.jp			http://libaxp.fulib.fukuyama-u.ac.jp	
		
16.  金沢大学ＥＵ資料センター（1985年・附属図書館） 
				 〒920-1192	石川県金沢市角間町	
				 Tel:	076.264.5211		Fax:	076.264.5208
				 ill@ad.kanazawa-u.ac.jp				http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp	
	
17. 日本大学ＥＵ資料センター（1985年・国際関係学部図書館） 
				 〒411-8555	静岡県三島市文教町2-31-145	
				 Tel:	055.980.0860		Fax:	055.988.7875	
				 kokukika@ir.nihon-u.ac.jp			http://www.ir.nihon-u.ac.jp/idc	
	
18.  大阪市立大学ＥＵ資料センター（1991年・学術情報総合センター）
				 〒558-8585	大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138	
				 Tel:	06.6605.3250		Fax:	06.6605.3252	
	 http://libser.media.osaka-cu.ac.jp（ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ）
	
19.  一橋大学ＥＵ資料センター（1991年・附属図書館） 
				 〒186-8602	東京都国立市中2-1	
				 Tel:	042.580.8239		Fax:	042.580.8232	
　		 edc@www.lib.hit-u.ac.jp			http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/index_Ja.html

寄託図書館
国立国会図書館（1963年・調査及び立法考査局	議会官庁資料室）

				 〒100-8924	東京都千代田区永田町1-10-1	
				 Tel:	03.3581.2331（内21730）		Fax:	03.3591.3655	
				 http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm	

特別EDC
注

　	 日欧産業協力センター
　	 〒102-0082東京都千代田区一番町13-3日交一番町ビル４階
　	 Tel:	03.3221.6161		Fax:	03.3221.6226
　	 eujapan@eu-japan.gr.jp			http://www.eu-japan.gr.jp

注 	日欧産業協力センターはビジネスマンを対象にEU情報サービスを行っています。
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